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タイトル 

司法書士による相談・土地境界相談の相談日を変更 

本件のポイント 

毎月第 2 水曜日に開催していた「司法書士による相談」および「土地境界相

談」について、相談室確保のため、令和 6 年度から開催日を第 2 木曜日に変更 

説明文 

「司法書士による相談」および「土地境界相談」の開催日を、令和 6 年度から

以下のとおり変更します。 

 

1 変更内容 

 「司法書士による相談」および「土地境界相談」の相談日 

 【令和 6 年 3 月まで】 第 2 水曜日 午後 1 時 30 分～ 

 【令和 6 年 4 月から】 第 2 木曜日 午後 1 時 30 分～ 

  

2 相談員 

  司法書士による相談：三木市司法書士会所属の司法書士 

  土地境界相談：三木市土地家屋調査士会所属の土地家屋調査士 

 

3 ホームページ 

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/7/1246.html  

  本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

   

 


